
社会福祉法人　函館常光会　苦情解決第三者委員 令和2年3月1日現在

※任期は選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議委員会の終結の時まで

※苦情処理委員会は委員２名、保育園長２名、保育園主任２名

平成5.1.8

昭和8.9.12
平成31.4.1

令和3.3.31

なし

山崎　敏昭

昭和20年9.28

社会福祉法人函館常光会監事

大塚　八重子

令和1.6.18

令和1.6.18

令和3.3.31

生年月日 任期期間

役職

氏名 就任年月日


